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福岡 本所併設 050-3383-0515

法テラス福岡法律事務所は、３名の常勤弁護士が在籍する法律事務所です。常勤弁護士の依頼者は、高齢

者、障がい者、生活困窮者、ＤＶ被害者といった方が多く、こうした依頼者のために、福祉機関等と連携

した権利擁護活動に積極的に取り組んでいます。

北九州 支部併設 050-3381-1398
事務所として歓迎しますので、お気軽に訪問してください。

せっかく来ていただいたのに対応できないのも申し訳ないため、事前にお電話いただけたらと思います。

長崎 本所併設 050-3383-0031

弁護士のスキルとして、難解な法律問題をわかりやすく伝えることが求められます。特に法テラスの場合

は民事法律扶助を利用した民事事件と国選弁護事件を中心に扱います。ご高齢者や障害のある方もいらっ

しゃるので、わかりやすさは絶対に必要なスキルです。知識ももちろん必要ですが、伝えるという側面に

着目してもらうと面白いのではないでしょうか。

佐世保 扶助国選 050-3383-5516

佐世保市は、長崎県北部に位置し、中心部を１キロ程のアーケード街が貫き、小高い丘からは風光明媚な

九十九島を臨むことができます。

事件としては、債務整理や後見申立、刑事事件が中心ですが、身寄りのない高齢者や精神的負担を抱えて

いる方が来所するなど、対応が容易でない案件が散見されます。包括支援センター、社会福祉協議会、市

役所長寿社会課、病院・福祉施設からの紹介も多く、場合により各機関と連携して事件に取り組んでいま

す。

　事務所訪問のご案内（九州・沖縄）
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五島
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0516

五島列島の福江島にある司法過疎地域型の法律事務所です。五島列島には弁護士が２名しかいません。島

の人々から寄せられる多種多様かつ地域の特色が溢れた法律相談，民事事件，刑事事件のほか，成年後見

等の裁判所依頼事件を受任し，法制度と島の社会資源を活用しながらニーズにお応えできるよう日々，奮

闘しています。裁判所，検察庁のほか，行政機関，福祉支援機関との連携についても，島ならではの関係

性をご覧いただけるかと思います。美しい海や島々を眺めて過ごす島常駐弁護士の生活も体感できますの

で，観光やミーハー気分を忍ばせつつ，ぜひご来所ください。

対馬
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0517

事件数があまり多くないので、見学をご希望の方はお早めにご連絡ください。

予定を見学にいらっしゃる時期にまとめます。

平戸
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0468

今こそ、県北・平戸・松浦において弁護士が求められています。遠くに住む依頼者に会いに行くことは勿

論、必要とあれば、山の中・森の中・廃墟の中にも入っていきます。そして、私たちは、法律事務をこな

すことだけが、求められる役割・使命ではありません。様々な機関に出向き、ひととつながり、「誰一人

として見過ごさない、取りこぼさない」ネットワークを作っていく、これも私たちの重要な役割・使命で

す。私たちは、いわば「開拓者」として、「まちづくり」を行っています。大学・LS・修習・都会では得

られない感覚、見ることができない世界が、平戸にはあります。

雲仙
司法過疎対策

（7号）
050-3383-5324

債務整理・家事・後見を中心に幅広い事件を取り扱っている典型的な司法過疎型事務所です。地元市・近

隣市の地域包括支援センターや、触法障がい者支援に取り組む福祉機関との連携例もありますので、関心

がある方は是非お越しください。
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高森
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0469

法テラス高森法律事務所は阿蘇の山々に囲まれたのどかな場所にあります。司法過疎対策のために設置さ

れた事務所であることから、民事法律扶助事件のほか、有償事件（依頼者との間で協議して決めた報酬額

で行う事件。）も取り扱います。

スタッフ弁護士や司法過疎・弁護士偏在問題について関心をお持ちの方お待ちしております。

鹿児島 本所併設 050-3383-0077
鹿児島市内にある本所併設型の事務所です。

扶助と国選事件を取り扱い、司法ソーシャルワークに取り組んでいます。

鹿屋
司法過疎対策

（7号）
050-3383-5527

スタッフ弁護士の仕事について知りたい等がありましたら、ぜひ気軽に事務所訪問をしてみてください。

なお、他の予定との調整が必要なため、必ず事前に電話で事務所訪問の予約をお願いします。

指宿
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0027

事務所では，市役所福祉課や生活支援課と連携し，高齢者，障害者の抱える問題に取り組んでいます。扱

う民事事件は，相続，離婚等家事事件が多いです。残念ながら，刑事国選の受任はほとんどありません。

関心のある方は，ぜひ事務所にお越しになってください。これから事務所訪問をしようとしている学生・

修習生へのメッセージをお願いします【必須】。

徳之島
司法過疎対策

（7号）
050-3381-3471

温暖で風光明媚な島で、幅広いジャンルの民事事件に対応しています。過疎地域かつ離島という、司法ア

クセスが困難極まる地域で弁護士がどんな活動をしているか、ちょっとのぞきに来ませんか？いつでも歓

迎します！
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宮崎 本所併設 050-3381-1399

宮崎市の中心部に事務所を構える本所併設型の事務所です。

当事務所では司法ソーシャルワーク活動に力を入れており、福祉・行政担当者向けの支援者相談ダイヤル

を実施し、関係機関と連携して、高齢者・障害者・生活困窮者など、自発的に弁護士等にアクセスするこ

とが困難な方の事件を多く取り扱っています。

延岡
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0520

当事務所では、債務整理、家事事件、刑事事件を中心に業務を行っております。また、福祉機関、医療機

関と連携をしながら、高齢者や障害をお持ちの方等へのサービス提供にも努めております。また、外出が

困難な方への出張相談も積極的に行っております。

沖縄 本所併設 050-3383-5531

法テラス沖縄は、刑事事件が多いことが特色の一つです。シニア弁護士も多く、丁寧に指導してもらえる

環境があります。事件に取り組む中で、様々な人と接し、文化や考え方等、多くのことを学ことができま

す。一緒に、沖縄の刑事事件を盛り上げませんか。

宮古島
司法過疎対策

（7号）
050-3383-0201

沖縄の離島、宮古島に事務所を構える司法過疎地対策事務所です。沖縄本島への唯一の移動手段は飛行機

であり、島内に法律事務所が３つしかないことから、家事、民事、労働、行政、刑事を問わず、島中の相

談、依頼が舞い込んできます。刑事事件は私選国選問わず依頼があり、裁判員裁判対象事件等の困難案件

にも対応しています。

どんな法律問題にも果敢に挑戦したいという方、離島での弁護士活動に興味がある方には、当事務所への

訪問をおすすめします。


